	基本手当（一般被保険者の失業給付）の受給期間の延長について


	１、基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して１年間です。

ただし、特定受給資格者のうち所定給付日数が３３０日の方は１年間＋３０日、就職困難者のうち所定給付日数が３６０日の方は１年間＋６０日となっています。
これを「受給期間」といいます。

基本手当は、この期間内に失業していることをハローワークが確認した日について、所定給付日数の範囲内で支給されます。
この「受給期間」が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、それ以後、「基本手当」は支給できません。
 
　２、受給期間の延長

①病気やケガ、妊娠・出産・介護などですぐに働くことができない方
上記１の受給期間内に、妊娠、出産、育児又は疾病若しくは負傷により引き続き３０日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合、上記１の期間に更に妊娠等により、職業が就くことができない日数が延長できます。

ただし、上記１の受給期間＋妊娠等で職業に就くことができない日数は４年を限度とします。

　

②６０歳以上の定年に達したこと又はその後の再雇用等における雇用期間の満了によるものであるものが、当分の間休養してから再就職を考えたいという方は、その期間中に受給の手続きを行うことはできませんが、受給期間延長の申し出を行うことにより、働くことができない期間を上記１の受給期間に加えることができます。 
　　　ただし、求職の申込をしないことを希望する期間の日数の限度は１年です。



